
廃第１０８６号－３  

令和７年１２月１９日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県四街道市和良比９５１番地３０５ 

株式会社商和（代表取締役 吉澤 和枝） 

（法人番号９０４０００１０９２８６７） 

許 可 の 番 号 第０１２００１９７８５７号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１２月１９日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社商和は、懲役刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな

い者が、同社の役員に就任していた。 

このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号ニに該

当するに至ったことから、法第１４条の３の２第１項第４号

に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



 

廃第１０８７号－３  

令和７年１２月１９日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

東京都足立区東綾瀬三丁目２番１２号 

美貴建設株式会社（代表取締役 中沢 美枝子） 

（法人番号１０１１５０１０２１５９８） 

許 可 の 番 号 第０１２００２２８５２７号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１２月１９日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

美貴建設株式会社は、懲役刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過し

ない者が、同社の役員に就任していた。 

このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号ニに該

当するに至ったことから、法第１４条の３の２第１項第４号

に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



廃第１０８８号－３  

令和７年１２月１９日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

東京都東久留米市本町三丁目１番９号 

シャインハイツ東久留米１－Ｅ 

株式会社東邦運輸（代表取締役 中島 秀治） 

（法人番号６０１２７０１００３７２０） 

許 可 の 番 号 第０１２０００７５５５５号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１２月１９日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社東邦運輸は、同社の役員であった者が刑法第  

２０４条の罪を犯し、役員在任中に罰金刑に処せられた。 

 このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号ニに該

当するに至ったことから、法第１４条の３の２第１項第４号

に該当する。 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



 

廃第１０８９号－３  

令和７年１２月１９日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県柏市豊四季９４５番地１３７２ 

株式会社天馬（代表取締役 佐藤 直子） 

（法人番号３０４０００１０９０３０７） 

許 可 の 番 号 第０１２００１９６７１７号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１２月１９日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

株式会社天馬は、破産手続開始の決定を受けたことによ

り、法第１４条第５項第２号イで規定する法第７条第５項第

４号ロに該当するに至ったことから、法第１４条の３の２第

１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684

 


